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「恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の 
一部を改正する政令」の施行について（通知） 

 

 

「恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令」

（令和３年政令第101号）が公布され、別添のとおり令和３年４月１日から施

行されることになりましたので通知いたします。 

なお、恩給年額は据置きとなりますので、念のため申し添えます。 

 

（政令概要添付） 
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恩給法による恩給改定率の改定等に関する 

政令の一部を改正する政令の概要 

 

 

                      総務省政策統括官（恩給担当） 

 

 

１ 政令の趣旨  

 

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令（平成20年政令第120号）は、

恩給法（大正12年法律第48号）第65条第２項に規定する恩給改定率を定めるも

のである。今般、令和３年度における恩給改定率を定める必要があることから、

同法第66条第４項の規定に基づき、同令の一部を改正するものである。 

 

 

２ 政令の内容  

 

令和３年度における恩給改定率を0.986とする。 

 

 

３ 施行期日  

 

  令和３年４月１日 

 


